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(57)【要約】
　対象物内の流体の流れ挙動の証拠の超音波測定を提示
するための流れ挙動モニタである。上記流れ挙動の証拠
がドプラ信号パワースペクトル内の幾つかの周波数スラ
イスに関して計算され、これら証拠は拍動性及び／又は
血流並びに流れ挙動の他のパラメータを決定するために
使用することができる。該計算された証拠の強い性質に
より、当該流れ挙動モニタは自動又は半自動体外式除細
動器（ＡＥＤ）において患者を除細動すべきかを決定す
るための特別な用途を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象物内の流体の流れ挙動の超音波装置を用いた非侵襲的測定及び／又は検出の結果を
提示する流れ挙動モニタにおいて、
　前記流体の流れ挙動の証拠の少なくとも１つの測定値を表す視覚的及び音響的出力の少
なくとも一方を提示する手段を有し、
　前記対象物内の前記流体から後方散乱された超音波信号から、複数の周波数スライスの
各々に関して全ドプラパワーが時間の関数として計算され、
　前記複数の周波数スライスの各々に関して決定された全ドプラパワーから、前記複数の
周波数スライスの各々に関してパワースペクトルが計算され、
　前記流れ挙動の証拠が、各周波数スライスに関して、該周波数スライスに関する前記全
ドプラパワー及び前記パワースペクトルの少なくとも一方から計算され、
　前記流れ挙動の証拠の計算された値のうちの少なくとも１つが、前記提示する手段によ
り提示される前記流れ挙動の証拠の少なくとも１つの測定値を生成するために使用される
、
流れ挙動モニタ。
【請求項２】
　請求項１に記載の流れ挙動モニタにおいて、前記流れ挙動が、血液環流の状態、拍動の
状態、心拍レート、並びに／又はコロイド状若しくは乳濁状溶液の流れの及び／若しくは
パルス的活動の少なくとも１つを含むような流れ挙動モニタ。
【請求項３】
　請求項１に記載のモニタにおいて、前記提示する手段が表示スクリーンを有するような
モニタ。
【請求項４】
　請求項３に記載のモニタにおいて、前記表示スクリーンが、陰極線管（ＣＲＴ）表示器
、液晶表示器（ＬＣＤ）、及び／又はプラズマ表示器を有するようなモニタ。
【請求項５】
　請求項３に記載の流れ挙動モニタにおいて、前記流れ挙動の証拠の少なくとも１つの測
定値が、前記表示スクリーン上にアイコン及び／又は記号により表されるような流れ挙動
モニタ。
【請求項６】
　請求項３に記載の流れ挙動モニタにおいて、前記流れ挙動の証拠の少なくとも１つの測
定値が、前記表示スクリーン上に、棒グラフ、数値、点滅光の周波数、色、表示されるア
イコン及び／若しくは記号の数、並びに／又は表示されるアイコン及び／若しくは記号の
形状として表されるような流れ挙動モニタ。
【請求項７】
　請求項３に記載の流れ挙動モニタにおいて、ドプラスペクトルトレース及びドプラスペ
クトル図が前記表示スクリーン上に示されるような流れ挙動モニタ。
【請求項８】
　請求項７に記載の流れ挙動モニタにおいて、前記流れ挙動の証拠の少なくとも１つの測
定値が、ドプラスペクトルトレース及びドプラスペクトル図の少なくとも一方の色を変化
させることにより表されるような流れ挙動モニタ。
【請求項９】
　請求項７に記載の流れ挙動モニタにおいて、前記流れ挙動の証拠の少なくとも１つの測
定値が、前記ドプラスペクトルトレースのレベルを変化させることにより表されるような
流れ挙動モニタ。
【請求項１０】
　請求項３に記載の流れ挙動モニタにおいて、他の測定値も前記表示スクリーン上に示さ
れるような流れ挙動モニタ。
【請求項１１】
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　請求項１０に記載の流れ挙動モニタにおいて、前記他の測定値が生理学的パラメータの
測定値を有するような流れ挙動モニタ。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の流れ挙動モニタにおいて、前記他の測定値が、ドプラスペクトル図
、ドプラスペクトルトレース、ＥＣＧ（心電図）、ＥＥＧ（脳波図）、ＳｐＯ２（動脈酸
素測定値）、ＣＯ２及び／又は血圧を含むような流れ挙動モニタ。
【請求項１３】
　請求項１に記載の流れ挙動モニタにおいて、前記提示する手段がオーディオ出力用のス
ピーカを有するような流れ挙動モニタ。
【請求項１４】
　請求項１に記載の流れ挙動モニタにおいて、前記提示する手段が少なくとも１つのイン
ジケータを有するような流れ挙動モニタ。
【請求項１５】
　請求項１に記載の流れ挙動モニタにおいて、前記少なくとも１つのインジケータが少な
くとも１つのライトを有するような流れ挙動モニタ。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の流れ挙動モニタにおいて、前記流れ挙動の証拠が前記少なくとも１
つのライトの色、オンされた前記少なくとも１つのライトのナンバ、及び／又は前記少な
くとも１つのライトの点滅の周波数により表されるような流れ挙動モニタ。
【請求項１７】
　請求項１に記載の流れ挙動モニタにおいて、該流れ挙動モニタが除細動器に直接に又は
間接的に接続されるような流れ挙動モニタ。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の流れ挙動モニタにおいて、前記除細動器が自動又は半自動体外式除
細動器（ＡＥＤ）であるような流れ挙動モニタ。
【請求項１９】
　請求項１に記載の流れ挙動モニタにおいて、前記対象物が人、動物、他の生物物体、及
び／又は無生物物体であるような流れ挙動モニタ。
【請求項２０】
　請求項１に記載の流れ挙動モニタにおいて、前記流れ挙動の証拠が、前記周波数スライ
スのうちで最大の値を持つような流れ挙動の証拠である流れ挙動モニタ。
【請求項２１】
　請求項１に記載の流れ挙動モニタにおいて、前記流れ挙動の証拠が拍動指標を有し、該
拍動指標が、或る周波数スライスのパワースペクトルにおける１以上のピークのうちの少
なくとも１つと、該周波数スライスのパワースペクトルにおける全パワーとに関連する比
を有するような流れ挙動モニタ。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の流れ挙動モニタにおいて、前記視覚的及び音響的出力の少なくとも
一方を提示する手段は、前記対象物内に前記流体のパルス的流れが存在するかの判定を提
供し、前記判定は、計算された前記拍動指標の各々を所定の閾値と比較することによりな
され、計算された前記拍動指標の何れかが該所定の閾値を超える場合にパルス的流れが存
在するような流れ挙動モニタ。
【請求項２３】
　請求項１に記載の流れ挙動モニタにおいて、前記流れ挙動の証拠が流れ指標を有し、該
流れ指標は、少なくとも１つの周波数スライスにおける流れ挙動の測定の、該少なくとも
１つの周波数スライスにおける流れ挙動の測定の初期値により正規化された後の値である
ような流れ挙動モニタ。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の流れ挙動モニタにおいて、前記初期値は前記対象物が心室細動状態
にある間に得られ、前記後の値は前記対象物が除細動された後に得られるような流れ挙動
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モニタ。
【請求項２５】
　請求項２４に記載の流れ挙動モニタにおいて、前記心室細動は、前記後の値が測定され
る前の１秒の僅かの部分から数日までの何れかの時点で発生したものであるような流れ挙
動モニタ。
【請求項２６】
　請求項２３に記載の流れ挙動モニタにおいて、前記視覚的及び音響的出力の少なくとも
一方を提示する手段は、前記対象物内に前記流体の流れが存在するかの判定を提供し、該
判定は、計算された前記流れ指標の各々を所定の閾値と比較することによりなされ、計算
された前記流れ指標の何れかが該所定の閾値を超える場合に流れが存在するような流れ挙
動モニタ。
【請求項２７】
　請求項１に記載の流れ挙動モニタにおいて、前記流れ挙動の証拠が、少なくとも１つの
周波数スライスにおけるドプラパワーの瞬時的測定値を有するような流れ挙動モニタ。
【請求項２８】
　請求項１に記載の流れ挙動モニタにおいて、前記視覚的及び音響的出力の少なくとも一
方を提示する手段は、前記流れ挙動の証拠が異常なパターンを示す及び／又は所定の閾と
交差する場合に警報を発するような流れ挙動モニタ。
【請求項２９】
　請求項１に記載の流れ挙動モニタにおいて、前記流れ挙動の証拠が、前記決定されたド
プラパワーの、心電計及び／又は血圧モニタにより収集されたデータとの相互相関を有す
るような流れ挙動モニタ。
【請求項３０】
　請求項１に記載の流れ挙動モニタにおいて、記憶装置が、前記流れ挙動の証拠を有する
データを記憶するような流れ挙動モニタ。
【請求項３１】
　対象物内の流体の流れ挙動の超音波装置を用いた非侵襲的測定の結果を提示するシステ
ムにおいて、
　複数の周波数スライスの各々に対して、前記対象物内の前記流体から後方散乱された超
音波信号から計算される全ドプラパワーを時間の関数として決定し、
　前記決定された全ドプラパワーからパワースペクトルを決定し、これにより前記複数の
周波数スライスの各々が当該周波数スライス内の周波数にわたるパワースペクトルを有す
るようにし、
　各周波数スライスに対して、前記対象物内の前記流体の流れ挙動の第１の証拠を計算す
る、
処理手段と、
　ドプラスペクトルトレースを提示する視覚的出力手段であって、前記流れ挙動の第１の
証拠の現測定値が該ドプラスペクトルトレースの色により表されるような手段と、
　流れ挙動の第２の証拠を出力する音響的出力手段であって、当該システムのユーザが前
記対象物内の前記流体の流れ挙動を聴き取ることができるような手段と、
を有するシステム。
【請求項３２】
　請求項３１に記載のシステムにおいて、前記流れ挙動が、血液環流、拍動状態、心拍レ
ート、並びに／又はコロイド状若しくは乳濁状溶液の流れの及び／若しくはパルス的活動
の少なくとも１つを有するようなシステム。
【請求項３３】
　請求項３１に記載のシステムにおいて、前記処理手段が、ハードウェア、ソフトウェア
及びファームウエアのうちの少なくとも１つを有するようなシステム。
【請求項３４】
　請求項３１に記載のシステムにおいて、前記処理手段は、前記流れ挙動の第１の証拠を
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計算するために、前記決定されたパワースペクトル及び前記決定されたドプラパワーの一
方と、心電計及び／又は血圧モニタにより収集されたデータとの相互相関をとるようなシ
ステム。
【請求項３５】
　請求項３１に記載のシステムにおいて、前記流れ挙動の第２の証拠がドプラエコー信号
及び／又は心拍レートを含むようなシステム。
【請求項３６】
　請求項３１に記載のシステムにおいて、前記流れ挙動の第１及び第２の証拠のうちの少
なくとも一方を含むデータを記憶する記憶装置を更に有するようなシステム。
【請求項３７】
　請求項３１に記載のシステムにおいて、除細動器を更に有するようなシステム。
【請求項３８】
　請求項３６に記載のシステムにおいて、前記除細動器が自動又は半自動体外式除細動器
（ＡＥＤ）であるようなシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、広くは医療超音波診断の分野に係り、更に詳細には外部に取り付けられた超
音波装置を用いて体液の流れ挙動に関する情報を提示する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　患者監視システムは、緊急状態の、並びに手術処置、術後集中医療及び他の生命危機状
態の間における患者の生命臨床パラメータのリアルタイム評価を提供するために使用され
る。典型的には、これらのシステムは、ＥＣＧ（心電図）、ＥＥＧ（脳波記録）、ＳｐＯ

２（パルス酸素濃度）、ＣＯ２（血液の二酸化炭素レベル）、血圧等の生命証拠測定値を
表示する。しかしながら、心臓の状態及び患者の身体を経る血液の流れの即座の判断は、
しばしば、患者に関する看護者の診断及び行為に対する鍵となる。そのようであるので、
心臓状態及び血液の流れ挙動の監視は、手術中の手術室において、警報が発生する場合の
集中治療ユニットにおいて、緊急医療技師（ＥＭＴ）が意識不明の人を看護している場合
、又は疾患の正確な性質が不明な場合に重要となる。
【０００３】
　このように、緊急時及び手術処置中においては、患者の心拍状態の評価は問題の診断及
び問題に対する適切な治療の決定の両方にとり必須である。緊急的状況又は病院若しくは
診療所の完全な監視装置が利用可能でないような如何なる状況においても、患者の心拍の
存在は典型的には患者の首を触診し、患者の頸動脈体積の変化による触診圧変化を感知す
ることにより検出される。心拍の間において心臓の左心室が収縮すると、圧力波が患者の
末梢循環系を介して伝送される。頸動脈の脈拍波形は、収縮期における血液の心室排出と
共に上昇し、心臓からの圧力波が最大値に到達した場合にピークとなる。頸動脈の脈拍は
、圧力が拍動の終了に向かって降下するにつれて、再び低下する。
【０００４】
　患者に検出可能な心拍が無いことは、心機能停止の強い指示情報である。心機能停止は
、患者の心臓が生命を維持する血流を供給することができないような生命危機的医療状態
である。心機能停止の間において、心臓の電気的活動は、混乱に陥っているか（心室細動
）、速すぎるか（心室頻拍）、無いか（心停止）、又は血流を生じることなく通常の若し
くは遅い心拍数で統制されているか（拍動の無い電気的活動）であり得る。
【０００５】
　心機能停止状態の患者に提供されるべき治療の形態は、一部は、患者の心臓の状態の評
価に依存する。例えば、看護者は心室細動（ＶＦ）又は心室頻拍（ＶＴ）を受けている患
者に対し除細動ショックを印加して、同期されていない又は速い電気的活動を停止させ、
環流リズムが戻るのを可能にすることができる。特に、外部からの除細動は、患者の身体
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の表面に配置された電極を介して患者の心臓に強い電気的ショックを印加することにより
提供される。患者が検出可能な脈動を有しておらず、心停止又は脈動のない電気的活動（
ＰＥＡ）に陥っている場合、除細動は付与することはできず、看護者は、幾らかの血液が
患者に流れるようにさせる心肺蘇生法（ＣＰＲ）を実行することができる。
【０００６】
　患者に対し除細動又はＣＰＲ等の治療を提供する前に、看護者は該患者が心機能停止状
態であるかを先ず確認しなければならない。通常、体外型除細動は、意識不明、無呼吸、
無脈拍及びＶＦ又はＶＴ状態である患者に対してのみ適している。医療指針は、患者に心
拍があるか又は無いかは１０秒以内に判定されるべきであることを示している。例えば、
心肺蘇生法（ＣＰＲ）に関する米国心臓協会規約は、健康管理専門家に患者の脈拍を５な
いし１０秒で評価することを要求している。脈拍がないことは、外部からの胸の圧縮の開
始に対する指示情報となる。意識のある成人に対しては一見簡単に見えるが、脈拍を評価
することは基本的生命維持評価手順のうちの最も頻繁に失敗する要素であり、これは経験
の不足、良好でない目標位置、脈拍を見付ける又は見付けない傾向等の種々の原因による
ものであり得る。脈拍の有無を正確に検出するのに失敗すると、患者に対してＣＰＲ又は
除細動治療を提供する又は提供しない場合の何れかの該患者に対する悪影響のある治療に
つながり得る。
【０００７】
　心電図（ＥＣＧ）信号が、通常、除細動ショックが印加されるべきか否かを判定するた
めに使用される。しかしながら、救急者が遭遇しそうな或るリズムは、例えば無脈拍電気
的活動等のＥＣＧ信号だけでは判定することができない。これらのリズムの診断は、ＥＣ
Ｇ信号により示される心筋電気活動にも拘わらず、環流（即ち、血流）の支援的証拠を必
要とする。
【０００８】
　脈拍チェック又は血流測定は手動で実行されるので、ヒューマンエラーを受けることに
なり、時間が重要である緊急状況では、手動による脈拍状態評価に掛かる時間量は長過ぎ
、これにより悪い結果を生じる。これらの限界を打破するには、信頼性のある脈拍状態評
価装置が必要とされる。
【０００９】
　ＥＣＧ解析が実行される場合でさえ、結果が、救急者に誤った行為をとらせるように誤
って導くことがあり得る。例えば、心筋梗塞（ＭＩ）の後に、患者が、ＥＣＧは正常な電
気的活動を記録するが脈拍が存在しないような無脈拍電気的状態（ＰＥＡ）の状態にはい
る可能性がある。ＥＣＧ解析が正常なリズムを示すので、救急者は斯かるデータを"拍動"
を示すものと誤って解釈し得る。そして、該救急者は更なる処置をとらず、これにより患
者を重大に危険に曝すことになる。逆に、救急者が、患者が脈拍を有しないと誤って結論
して（ＰＥＡの必然的な早急な予備評価又は誤った判定により）、ＣＰＲ等の治療を提供
した場合、患者の循環の回復の機会は減少される。
【００１０】
　このように、患者に対して治療を付与すべきか否かを救急者が即座に判定するためには
、患者の動脈に何らかの脈流が存在するかを正しく判定するために、患者の脈拍、血流量
及び恐らくはＥＣＧ信号を即座に且つ容易に解析することが可能な統合されたシステムを
開発することが必要である。この必要性は、ロック他に対する米国特許第6,575,914号（
本発明と同一の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に全体として組み込まれ、以下"
ロック特許"と呼ぶ）に記載されたシステムにおける場合のように、救急者が訓練を受け
ていない及び／又は経験のない人であるような状況又はシステムにおいて特に緊急である
。上記ロック特許は、意識不明の患者に対して除細動を付与すべきか否かを判定するため
の医療訓練を少ししか又は全く持たない最初の対応看護者により使用することができるよ
うな自動体外型除細動器（ＡＥＤ）｛以下、ＡＥＤ又は半自動体外型除細動器（ＳＡＥＤ
）は一緒にＡＥＤと呼ぶ｝を開示している。
【００１１】
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　上記ロックのＡＥＤは、除細動器と、ドプラ超音波信号を送信及び受診するためのセン
サパッドと、ＥＧＣ信号を得るための２つのセンサパッドと、当該患者にとり除細動が適
切であるかを（即ち、脈拍が存在するか否かを）判定するために上記ドプラ及びＥＣＧ信
号を入力及び評価するプロセッサとを有している。上記ドプラパッドは頸動脈上の患者の
皮膚に接着的に取り付けられて頸動脈脈拍（充分な血液脈流の重要な指示情報である）を
感知する。
【００１２】
　即ち、上記ロックのＡＥＤにおけるプロセッサは、ドプラ信号を解析して検出可能な脈
拍が存在するかを判定すると共に、ＥＣＧ信号を解析して"ショック可能なリズム"が存在
するかを判定する（例えば、該ロック特許の図７及び第６欄、第６０行ないし第７欄、第
５２行の付帯する記載参照）。これらの２つの別々の解析の結果に基づいて、上記プロセ
ッサは、除細動を忠告すべきか否かを判定する（同上）。ロックの特許はドプラ及びＥＣ
Ｇ信号の"統合"を議論しているが、該ロック特許のプロセッサは単に両解析の結果を考慮
するのみで、ドプラ及びＥＣＧ信号解析を数学的にも解析的にも統合していない。
【００１３】
　ロックＡＥＤのプロセッサによる検出可能な脈拍の判定は、入力されたドプラ信号を"
入力されたドプラ信号に統計的に適した閾"に対して比較することによりなされる（ロッ
ク特許の第７欄、第１３～１４行）。しかしながら、このようなドプラ信号の閾解析を用
いることに対して少なくとも１つの問題が存在する。即ち、人の広範多様な体形及び寸法
、定常状態の（即ち、健康な）血流、定常状態の血圧等である。ＡＥＤは、訓練を受けて
いない救急者が斯様な装置を操作し得るような如何なる場所（例えば、飛行機、列車、バ
ス、大きな建物のロビー、病院等）にも配置され得、ＡＥＤのパッドは男性、女性、子供
、成人、老人、自然に低脈流な人等に取り付けられ得るので、心蘇生を必要とし又は必要
としない多様な人を適切にカバーし得るような"汎用"閾を決定することは、たとえ不可能
ではなくても、困難である。
【００１４】
　更に、複数のトランスジューサが、これらのうちの１つが動脈を捕捉することを保証す
るために使用されているようなＡＥＤにおいてさえ、複数トランスジューサパッドにおけ
る最良のトランスジューサは依然として未知の距離だけ動脈からずれている可能性があり
、これは、ずれがない場合と較べると信号が異なることを意味する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　このように、個人の血液の流れ挙動に関する情報を、該特定の個人の事前の測定値又は
知識なしで、適切に評価及び提示することができるような方法及び装置に対する需要があ
る。更に、ＡＥＤ又は何らかの他の除細動装置の経験のない及び／又は訓練されていない
ユーザに、患者を除細動することが適切であるかを通知することができるような方法及び
装置に対する需要がある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明による流れ挙動モニタは、対象物（被験体）内の流体の流れ挙動の証拠（indici
a）の少なくとも１つの測定値を表す視覚及び音響出力のうちの少なくとも１つを提供す
る。体液の流れ挙動の証拠は、先ず体液（例えば、頸動脈内の血液等）から後方散乱され
た超音波信号からドプラパワースペクトルを計算し、次いで該計算されたドプラパワース
ペクトル内の個々の周波数スライスのパワースペクトルを計算することにより決定される
。斯かる証拠は、各個別の周波数スライスのパワースペクトルから決定される。流れ挙動
とは、血液環流の状態、拍動の状態、心拍数、血液の流れ活動、及び／又は血液のパルス
的活動を指すことができる。本発明が他の体液及び他の無生物物体に含まれるコロイド状
又はエマルジョン溶液に対して使用され得ることも考えられる。
【００１７】
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　ドプラ信号が全周波数スペクトルにわたって解析される従来技術と比較して、本発明に
よる流れ挙動モニタは、個々の周波数帯域を分離及び解析するような流れ挙動証拠を使用
し、これにより、全周波数スペクトルが使用された場合は弱い流れの信号が背景ノイズ内
で失われてしまうのを許すというよりは、個々の周波数帯域で斯様な弱い流れの信号を認
識する。言い換えると、全体のスペクトルというより小さな関連する周波数帯域が使用さ
れた場合、信号はノイズに比較して一層良好に現れる。
【００１８】
　該流れ挙動モニタは、医療員に患者の心臓の機械的活動に関する情報を提供するような
医療超音波診断用の患者を監視する装置でもある。
【００１９】
　本発明の第１見地においては、少なくとも１つの超音波トランスジューサ、データプロ
セッサ及び操作者インターフェースモジュールを有するような医療超音波診断用の患者を
監視する装置が提供される。上記データプロセッサは、心周期の間においてドプラ信号の
パワーが最大の信号対雑音比及び／又は最大の変化を有するような周波数帯域において実
行される計算を使用して、流れ挙動の少なくとも１つの証拠を測定及び／又は検出する。
上述したように、流れ挙動は、血管（例えば頸動脈）内の環流、心拍速度、及び心臓のパ
ルス的活動のパターンを含むことができる。一実施例においては、前記操作者インターフ
ェースモジュールは、流れ挙動の少なくとも１つの証拠の測定値を提示する少なくとも１
つのディスプレイと、心拍速度の可聴パターンに関連する診断情報の一部を提供する少な
くとも１つのオプションとしての可聴信号源とを含む。
【００２０】
　本発明の第２の見地においては、超音波診断の用の患者を監視する前記発明装置と、制
御された高電圧源を持つ除細動ユニットと、該除細動ユニットのコントローラとを有する
ような除細動システムが提供される。或る用途において、前記装置は、患者を診断し、該
患者を除細動すべきかを判定するための情報を提供し、該患者の処置後の状態を監視する
ために使用される。
【００２１】
　本発明の他の目的及びフィーチャは、添付図面に関連して考察される下記の詳細な説明
から明らかとなるであろう。図示及び下記に記載される好ましい実施例に適用された本発
明の基本的な新規なフィーチャが示されるが、当業者であれば本発明の趣旨から逸脱する
こと無しに、記載され及び図示された実施例の形態及び細部、これらの動作、並びに記載
された方法の種々の削除、置換及び変更をなすことができると理解される。また、本発明
は添付請求項の範囲により示されるようにのみ限定されるべきことを意図するものである
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明の教示は、以下の説明を添付図面に関連させて考察することにより明らかとなる
であろう。
【００２３】
　図面においては、各図に共通な同一の構成要素を示すために、可能な限り、同一の符号
が使用されている。また、図面における各図は、図示の目的で適宜簡略化されており、寸
法通りには描かれていない。
【００２４】
　また、本詳細な説明は２つの節に分割され、第１節は流れ挙動の新規な発明的測定を説
明し、第２節は看護者に測定結果を提示する装置を説明している。
【００２５】
　前述したように、患者の脈状態の評価は、特に緊急時、手術手順の間、術後の集中治療
、及び他の生命危機的状況における難しい仕事である。このような状況では、心臓の電気
的活動を検出している間に、心電図（ＥＣＧ）は心臓の機械的活動（即ち、血液ポンプ送
り機能）の欠乏を不注意にも隠蔽してしまう可能性があり、かくして、心臓が無拍動電気
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的活動（ＰＥＡ）の状態にある場合に不適切な診断データを提供する（看護者を心拍があ
るとの結論に導く）ことになる。
【００２６】
　心臓の拍動的活動を解析することは、高レベルの背景スペクトルノイズにおけるエコー
信号の平均（又は中心）ドプラ周波数の小さな変化（即ち、ドプラ周波数ずれ）を分析す
ることに関連する困難さ故に、弱い環流が存在する場合は難題である。このような制限は
、超音波診断情報を使用する医療システムの能力及び臨床的有用性に対し悪影響を有する
。このことは、当該医療システムが、プログラマブル除細動器（ＡＥＤ）のように、非専
門家による使用を意図されている場合に特に当てはまる。
【００２７】
　本発明の好ましい実施例は、ドプラスペクトルの複数の周波数帯域の各々におけるパワ
ースペクトルの選択的計算を使用する。斯かる複数の周波数帯域又はスライスは、当該ド
プラスペクトルの全周波数スペクトル、又は当該スペクトル内の２以上の事前選択された
スライスのみを有し得る。一実施例では、上記の事前選択スライスは、これらの組み合わ
せが最も多様な人（又は他の主体）における流れ挙動の可能な限り多くの指示情報を充分
にカバーするように選択される。上記周波数スライスは等しいサイズのものでも又は等し
くないサイズのものでもよい。更に、斯かる周波数スライスのサイズ及び位置は、動的で
もよい。即ち、斯かる周波数スライスのサイズ及び／又は位置は、特定の患者の分析の間
において変化してもよい。
【００２８】
　如何なる超音波ドプラ方法も、本発明で使用することができる。最も簡単な方法は、連
続波（ＣＷ）ドプラ方法である。この方法においては、１つの超音波トランスジューサが
連続波信号を放出し、他のトランスジューサが２つのビームの間の重なり領域から後方散
乱信号を受信する。該受信された信号は、適切な増幅の後に、ミキサに伝送され、該ミキ
サにおいて和及び差周波数の信号が生成される。ローパスフィルタが、和周波数を除去し
て、ドプラ周波数に等しい周波数を持つ低周波数ベースバンド信号を残存させる。このＣ
Ｗ方法は、古典的なドプラ周波数ズレを決定する。この方法の欠点は、血液からの信号に
加えて全組織位置からの信号が本来的に合成されるので、血液からの信号の局在化が存在
しない点にある。
【００２９】
　他の方法は、パルス波（ＰＷ）ドプラ技術である。この方法では、古典的な周波数ズレ
は使用されない。むしろ、復調後のベースバンド信号の位相及びその収集の繰り返し集合
にわたる変化が、ドプラ信号の再生に使用される。この方法においては、血液又は組織の
動きを解析する正確な深さを選択することができる。この方法の欠点は、必要とされる電
子回路がＣＷの場合より一層複雑になる点である。また、パルス繰り返し周波数が、予測
されるドプラ周波数ズレの２倍より高くない場合に、エイリアシングの可能性がある。通
常カラードプラ技術と呼ばれる更に他の方法では、散乱体の動きが相関方法により決定さ
れる。繰り返し超音波照射（insonification）からの反射信号が、散乱体の平均運動を決
定するために解析される。ここでは、これらの方法に言及されたが、本発明には、当業者
であれば理解されるように、如何なる他のドプラ方法も使用することができる。
【００３０】
　本発明による方法及びシステムの実施可能性を調べる実験においては、より簡単なＣＷ
方法が使用された。好ましい実施例においては、何処から信号が反射されたかを精密に知
る必要はない。後方散乱信号は、血流及び当該信号の減衰により制限される深さまでの全
ての他の組織の両方から得られる。組織の動きから血流を分離するために、組織の速度が
血流のものより大幅に低い周波数のものであるとの仮定に基づいて、ハイパス・ウォール
・フィルタが使用された。実験は、心血管系が人のものに類似しているので、豚に対して
実施された。
【００３１】
　図１はＣＷ実験装置の概要を示し、該装置において単一エレメントトランスジューサ（
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パナメトリック、ウォルサム、ＭＡのモデルＡ３０９Ｓ）が任意波形発生器（ウェーブテ
ック／フリューケ、エヴァレット、ＷＡのモデル２９５）により励起され、該送信トラン
スジューサと同一の他のトランスジューサがドプラずれ後方散乱エコーを収集する。受信
された信号は２つの低雑音前置増幅器（ミニサーキット、ブルックリン、ＮＹのモデルＺ
ＦＬ－５００ＬＮ）を用いて増幅され、これら増幅器の各々は少なくとも２４ｄＢの利得
、２.９ｄＢの低雑音指数、及び１ｄＢ圧縮点における５ｄＢｍの定格パワー出力能力を
有している。前置増幅後の信号はミキサ（ミニサーキットのモデルＺＰ－３ＭＨ又は他の
好適なミキサ）に送られる。該ミキサは、局部発振器ポートにおいて前記ウェーブテック
製発生器からの励起信号の一部も入力する。該ミキサの出力は、上記励起信号と受信され
た信号との和及び差である信号を含む。ローパスフィルタ（ミニサーキットのモデルＢＬ
Ｐ－１.９）が、和周波数の信号を除去し、差周波数のドプラ信号を通過させる。
【００３２】
　３つの信号、即ち超音波ドプラ、ＥＣＧ及び動脈血圧（ＡＢＰ）は同時に記録された。
豚からのドプラ信号のレベルを事前に推定することは可能ではなかったので、信号を記録
する柔軟性を可能にするために、幾つかの追加のミキサ、フィルタ及び減衰器が利用可能
にされた。ドプラ信号のフィルタ処理（ウォール・フィルタ処理を含む）及び増幅は、ク
ローン・ハイト社（ブロックトン、ＭＡ）の他のシステムを使用して実行された。該クロ
ーン・ハイト製システムは、０.１Ｈｚないし２００ｋＨｚの間の同調可能周波数範囲を
持つ２チャンネル可同調フィルタ及び増幅器（モデル３３８２）であった。このシステム
は、ドプラのウォール・フィルタ処理にとり好ましい非常に鋭いカットオフ周波数（４８
ｄＢ／オクターブ）を有していた。また、該システムは、利得及びフィルタの設定を選択
する際のかなりの柔軟性を提供した。チャンネルの各々は、１０ｄＢのステップで５０ｄ
Ｂまでの利得を持つ前置フィルタ利得段、及び０.１ｄＢステップで２０ｄＢまでの利得
を持つ後置フィルタ段を有していた。前記カットオフ周波数は３桁（digit）の分解能で
指定することができた。この装置における上記チャンネルの一方はハイパス・ウォール・
フィルタ処理に使用され、他方はノイズを低減するためにローパスフィルタ処理に使用さ
れた。ハイパス・カットオフは、最初は５０Ｈｚに設定されたが、後の実験に対しては２
００Ｈｚに変更された。ローパス・カットオフは３ｋＨｚに設定された。
【００３３】
　典型的な実験の間に記録されたデータを用いて作成されたドプラスペクトル図が図２に
示されている。該ドプラスペクトル図は、本質的に、ドプラ信号の短時間フーリエ変換（
ＦＴ）であり、市販のハイエンド超音波システムに表示されるものと類似している。該ド
プラスペクトル図の下には、対応するＥＣＧ及びＡＢＰ信号が示されている。該スペクト
ル図の時間的及び－３ｄＢ周波数分解能は、各々、２５ｍｓ及び１６０Ｈｚであった。
【００３４】
　図２は、典型的な実験の間の心活動の異なるフェーズを描いている。該実験の開始時に
おいて、心臓は正常な拍動状態を有している。ＥＣＧは正常な拍動リズムを示し、ＡＢＰ
は頸動脈における血圧のパルス的性質を示している。また、対応するドプラスペクトル図
も、ドプラパワーが収縮フェーズの間の高い周波数から拡張フェーズの低い周波数へ移動
する点でパルス的挙動を示している。該ドプラスペクトル図の周期は、ＡＢＰの周期に対
応する。約１８秒において、電気的ショックが開かれた心臓に印加され、これが該心臓を
ＶＦ状態にさせる。この時点で、ＥＣＧは正常なリズムを喪失し、ＡＢＰは劇的に低下す
る。対応するドプラスペクトル図は、ＶＦより前に見られた正常なパルス的挙動を示さな
い。当該動物が約１５秒間のＶＦ状態にあった後、除細動ショックが印加され、心臓に拍
動活動を回復させる。ＥＣＧは正常なリズムに戻り、ＡＢＰは正常なレートに増加する。
そして、ドプラスペクトル図も正常なパルス的状態に戻る。当該スペクトル図はＶＦの期
間の間に正常なパルス的調子を喪失したが、特に低いドプラ周波数において心臓の幾らか
の活動が見られた。該ドプラ信号がオーディオスピーカ上で再生されると、ＶＦ状態の間
のパルス性の喪失と同様に、初期及び回復状態の間のパルス的性質は明らかである。
【００３５】
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　図１の実験装置を用いて実施された図２に示すもののような一連の実験から一連の測定
値を生成して、流れ挙動の種々の証拠が調べられた。
【００３６】
　前述したように、本発明においては、ドプラスペクトル図は２以上の周波数スライス（
即ち、スライスは図２に示すスペクトル図の水平方向にとられる）に分割される、これは
、全周波数にまたがる全ドプラパワースペクトルにわたるより、特定の周波数帯域内でパ
ルス性を検出する方が容易であるからである。パルス的流れが明らかとなり得る特定の帯
域は、流れの強さ、ドプラ角度、患者の大きさ、及び患者の正常なパルス的流れ等の多く
の要因に依存する。
【００３７】
　実験では、４つの周波数帯域、即ち２２５ないし４２５Ｈｚ、６５０ないし８５０Ｈｚ
、１１５０ないし１３５０Ｈｚ及び１６５０ないし１８５０Ｈｚが解析のために選択され
た。これらの周波数帯域は、当該記録ユニットにおける予期せぬ電気的ノイズ（殆どの場
合、１ｋＨｚで、時には５００及び１５００Ｈｚで発生した）を回避するように選択され
た。これらの周波数帯域における全ドプラパワーが時間の関数として計算され、これは、
前述したように、図２のスペクトル図を介して水平のスライスをとるのと本質的に同一で
ある。特定の周波数帯域の各々におけるドプラパワーが計算されたら、ドプラパワーの不
偏（unbiased）自己相関が５秒のウインドウ内で計算され、これは図３の左側に見ること
ができる。この５秒の期間は数個の心周期に対応し、周期性推定のための充分な時間を可
能にすることと、この期間を可能な限り速く評価するのに十分なほどに短くすることとの
間の良好な妥協である。自己相関関数は、信号における如何なる周期性も明確に露出させ
る特性を有している。該自己相関は－１と＋１との間の値を持つように正規化された。上
記のウインドウは、実験の持続時間にわたる自己相関を得るために、時間的に漸進的に進
められた（スライディング・ウインドウ）。パワースペクトルと呼ぶ自己相関のフーリエ
変換（ＦＴ）も計算され、図３の右側に示されている。パルス的活動の間においては、該
パワースペクトルがパルス的活動の周期に対応する周波数でピークを含むことが予測され
る。例えば、心拍数が毎分６０拍であった場合、パワースペクトルは１Ｈｚの周波数でピ
ークを示すであろう。
【００３８】
　初期及び回復状態の間におけるドプラパワースペクトルのパルス的性質は、図３に示さ
れる自己相関において容易に明らかになる。これらの期間の間のパワースペクトルは自己
相関の周期に対応するピークを示す。前記周波数帯域のうちの幾つか（例えば、１１５０
ないし１３５０Ｈｚ）が他のものより良好に周期的性質を暴露することを見ることができ
る。
【００３９】
　図４は、２つの特定の時点において図３から得られた、１１５０から１３５０Ｈｚの帯
域におけるパワースペクトルを示している。これら２つの時点は、上記自己相関において
使用された５秒ウインドウが１０秒及び３０秒で終了した場合に各々対応する。前者は細
動前の心臓の初期状態に対応し、後者はＶＦ状態に対応する。初期状態の間においては、
当該ＦＴは約２.５８Ｈｚの周波数においてピークを示すことが分かり、これは毎分１５
５心拍の心拍数に対応し、ＥＣＧ信号を監視している除細動器により測定されるものと同
一である。この特定の場合においては、基本周波数の２倍において著しい第２高調波も見
られる。しかしながら、ＶＦ状態の間においては、ＦＴは強いピークの存在は示さない。
【００４０】
　本明細書で使用されている周波数なる用語は、異なる場面では異なるように使用されて
おり、超音波周波数はＭＨｚ範囲内であり、ドプラ周波数は数百ＨｚからｋＨｚの範囲で
あり、流れのパルス性に対応するパルス周波数は通常は数Ｈｚの範囲であることに注意さ
れたい。斯かる異なる使用は、当業者にとり前後関係から明らかであろう。
【００４１】
　流れ挙動に関する第１の提案される証拠は、ドプラ信号の周期性により流れのパルス性
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を測定することに関するものである。"拍動指標"と呼ばれる該証拠は周波数スライスのパ
ワースペクトル（例えば、図４）におけるピークでのパワーの、該周波数スライスのパワ
ースペクトルの全パワーにおけるパワー（又は全パワースペクトルのバックグラウンドの
み、即ちピーク若しくは複数のピークを除くスペクトル）に対する比である。
【００４２】
　本発明の好ましい実施例による拍動指標を見付ける場合、上述したように、幾つかの周
波数帯域におけるドプラパワーが時間の関数として計算され、続いて自己相関及びパワー
スペクトルを計算する。次いで、ピーク検索アルゴリズムが、上記パワースペクトルが最
大となる周波数を決定する。全パワーのうちの、この周波数ピークの周囲の狭い帯域内に
含まれる割合が決定される。正常なパルス状の流れの場合、全パワーのうちのかなりの割
合が、この狭い帯域内に存在する一方、パルス状の流れがない場合はその様にならないこ
とが予想される。
【００４３】
　生理学に基づく事前の仮定を、パワースペクトルにおけるピークの位置のためのサーチ
空間を制限するために使用することができる。例えば、豚から記録されたデータの場合、
頸動脈における正常な流れの間においては、心拍数は毎分４０拍と２４０拍との間である
と仮定することができる。このように、当該アルゴリズムは全体的ピークを０.６７と４
Ｈｚとの間でサーチする。上記狭い帯域の幅は、自己相関の全継続時間により決定される
。自己相関はＴ＝５秒の遅延時間にわたり計算されたので、有効な帯域幅は４／Ｔの８０
％＝０.６４Ｈｚ（８０％は主ローブ幅の殆どを捕捉する）とされた。この範囲内で最大
値が見付ける必要がない幾つかの場合が存在する。このような場合においては、当該アル
ゴリズムは計算された指標を零と設定する。
【００４４】
　本発明によれば多くのありそうな拍動指標が可能であるが、ここでは３つの可能性のあ
る拍動指標が考察される。各場合において、拍動指標は０と１との間の範囲の値をとり、
より大きな値は流れがある場合に対して予測され、より小さな値は流れのない場合に対し
て予測される。
【００４５】
　第１の拍動指標は、周波数ピークの周囲の狭い帯域におけるパワーの、全周波数にわた
る当該信号における全パワーに対する比である。
【００４６】
　第２の拍動指標は、ピーク周波数の周囲及び該ピーク周波数の２倍（第２高調波周波数
と呼ぶ）における狭い帯域内の全パワーの和の、全周波数における全パワーに対する比で
ある。この尺度は、パルス状信号は正弦周期的でなく、従って付加的高調波を含み得ると
いう事実を考慮している。簡略化のために、第２高調波のみが含められ、より高次の高調
波は考慮されない。
【００４７】
　第３の拍動指標は、ピーク周波数の周囲の狭い帯域におけるパワーの、第２高調波を除
く全パワーのものに対する比である。これは、分母が第２高調波におけるパワーを除外す
る点を除き、第１の尺度と類似している。
【００４８】
　全ての３つの指標はドプラパワーにおける周期的挙動を定量化するが、１つを他の２つ
より好むために、発見的分析を実施することができる。この分析においては、流れがある
場合は基本周波数にピークを含むと共に第２高調波に小さなピークを含むが、流れがない
場合は、本質的に、パワースペクトルが全周波数において本質的に低く一定であるような
雑音であると仮定される。
【００４９】
　流れのない場合に対して、第２の拍動指標は第１の拍動指標のものの約２倍となる。何
故なら、分子に２倍の量のノイズが存在するからである。流れがある場合に対しては、第
２拍動指標は第１拍動指標のものの２倍未満となる。何故なら、第２高調波は基本周波数
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より小さな大きさのものであるからである。このように、第１拍動指標に対しては、第２
拍動指標に対するよりも、上記２つの場合の間の指標値に一層大きな隔たりが存在する。
従って、当該作業が、流れがある場合を流れがない場合から区別することであるなら、第
１拍動指標の方が、第２拍動指標よりも好ましい。
【００５０】
　第１拍動指標と第３拍動指標との間の差は、分母のみにある。即ち、第３拍動指標の分
母には第２高調波の寄与はない。流れのない場合に関しては、第２高調波を削除すること
は、分母におけるわずかな寄与のみを除去するだけであり、当該指標は影響を受けないま
まとなる。この様に、２つの指標は同様の値を持つ。しかしながら、流れがある場合にお
いては、第２高調波からの寄与を削除することは、分母の大幅な減少となり、かくして、
第３拍動指標の値を第１拍動指標よりも１の近くに増加させる。このように、第３拍動指
標の場合においては、流れがある場合と流れがない場合との間の区別は一層大きくなる。
この発見的分析においては、第３拍動指標が上記３つの指標のうちで最も好ましい。
【００５１】
　本発明の一実施例によれば、拍動指標は幾つかのスライスに対して計算され、全ての周
波数スライスの拍動指標値のうちの最大値が、流れがあるか否かを判定するために使用さ
れる。拍動情報を最良に捕捉する周波数帯域は、ドプラ周波数、ドプラ角及び血流条件（
例えば、患者の動脈の状態、患者の正常なパルス状の流れ等）等の幾つかの要因に依存す
るので、事前に最適な周波数帯域を選択することは可能ではない。かくして、本実施例に
おいては、最大の拍動指標値が、拍動が存在するかを判定するための最適な帯域であると
仮定される。しかしながら、本発明の他の実施例では、種々の周波数スライスの拍動指標
値を、流れが存在するかを判定するために、異なるように操作することもできる。
【００５２】
　図５の一番下のグラフは、僅かに延長された期間（図２では４０秒であるのに対し、図
５では６０秒）にわたり図２におけるデータ（図５の上側の３つのグラフに再現されてい
る）から計算された第３拍動指標を示している。該第２拍動指標が、正常及び回復状態に
対しては高く、ＶＦ状態に対しては低いことが分かる。図５の一番下のグラフにおいて、
当該拍動指標を計算するために使用される周波数帯域は、前の段落で説明したように、ど
の帯域が最強の信号を有するかに依存して時間にわたり変化する。周波数帯域の変化は、
当該グラフにおいて当該トレースがとる異なるグレイ陰影により表されている。即ち、１
１５０～１３５０Ｈｚの帯域は、０秒から２０を僅かに超える秒まで、及び３３より前の
秒から６０秒まで（即ち、正常及び回復期間の殆どに対して）使用される。ＶＦの間では
、使用される周波数帯域は、２２５～４２５Ｈｚ、６８０～８５０Ｈｚ、１６５０～１８
５０Ｈｚ及び１１５０～１３５０Ｈｚ帯域の間で幾度か変化する。
【００５３】
　流れ挙動に対する第２の提案される証拠は、パルス的であるか定常的であるかに拘わら
ず全体の流れを測定することに関するものである。これは、特定の周波数帯域における全
体的ドプラ信号は、流れがある場合に対しては高く、流れがない場合には低くなければな
らないという事実に基づくものである。"流れ指標"と呼ぶ該証拠は、通常の超音波システ
ムのディスプレイ上に示されるドプラスペクトル図におけるピクセルの実際の輝度と等価
である。ドプラ信号は或る患者から他の患者へと大きく変化するので、斯様な量は適切な
正規化を必要とする。この正規化は同一の患者に基づいて実行することが好ましい。
【００５４】
　これを達成するための１つの可能性のある方法は、ＡＥＤによる介入時点での多くの患
者は既にＶＦ状態にある、即ち流れがない状態にあるという事実を利用することである。
このように、この期間をドプラ信号値を得るために使用し、このドプラ測定値を流れのな
い状況の"定義"として確立することができる。次いで、除細動の後に、現ドプラパワー測
定値を前の流れのない状況と比較し、何らかの流れがあるかを判定することができる。こ
の流れ指標を使用するＡＥＤの或る好ましい実施例においては、特定の周波数帯域におけ
るドプラパワースペクトルの第９０の１００分位数点が、（患者が恐らくＶＦ状態にある
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間に）５秒のウインドウにわたって最初に計算される。この最初の"流れのない"測定値は
、次いで、全ての未来の測定値を正規化するために使用され、この正規化された測定値が
流れ指標となる。この例に見られるように、流れ指標は、全体の流れの指示子であり、拍
動指標とは性質が異なる。この量は、介入時点の患者がＶＦ状態であるとＡＥＤが判定す
る場合にのみ計算されるべきであることに注意されたい。明らかなことに、この尺度は除
細動後ＰＥＡの存在を判定する場合に使用することができる。
【００５５】
　拍動指標を使用する好ましい実施例におけるのと同様に、幾つかの周波数スライスに対
する流れ指標が計算され、斯かるスライスの間の最大値が流れ指標として選択される。他
の実施例では、幾つかの又は全ての周波数スライスの流れ指標を使用することができる。
流れがある場合、該流れ指標は１より大幅に大きくなければならない一方、ＰＥＡの場合
に対しては、該流れ指標は１に近くなければならない。前記第９０の百分位数の値の選択
は或る程度任意であるが、最大値は非常にノイズの影響を受けやすく、平均値は、収縮フ
ェーズの間の流れが心周期の間の平均の流れより高いという事実を利用しない。
【００５６】
　図６の一番下のグラフは図５（及び図２）と同一のデータから計算された流れ指標を示
している。ここでも、該流れ指標は正常及び回復状態に対しては高く、ＶＦ状態に対して
は低い。前述したように、該流れ指標を計算するために使用される周波数帯域は、どの帯
域が最強の信号を有するかに依存して時間にわたり変化し、これが当該グラフにおいてト
レースがとる異なるグレイ陰影により表されている。
【００５７】
　本発明による流れ挙動モニタは、流れ挙動の証拠を図５及び６の一番下のグラフに示さ
れるようなトレースの形態で表示スクリーン上に提示することができるが、これらのグラ
フ表示は、次の節で一層詳細に説明するように、斯かる証拠を提示することができる種々
の形態のうちの１つの例に過ぎないと理解されるべきである。
【００５８】
　好ましい実施例において使用される流れ挙動の証拠（即ち、拍動指標及び流れ指標）は
、流れ挙動を判定するために使用される他の測定より多くの利点を有する。全体のドプラ
スペクトルに対する平均ドプラ周波数ズレ等の尺度は、拍動性を判定を良好に実行する潜
在能力を有しているが、ＡＥＤにとり患者の流れの状態（流速、流れの角度等）は正確に
は分からないという事実は、平均ドプラ周波数ズレの予測される挙動も未知であることを
意味する。ここに開示されたパルス的流れに関する流れ挙動の証拠は、この落とし穴の被
害を受けることがなく、かくして、パルス状態評価のための一層強い尺度になると思われ
る。しかしながら、各周波数スライス内の平均ドプラ周波数ズレが本発明により使用され
ることは可能である。
【００５９】
　上記拍動指標の利点の他の例として、ドプラ信号とＥＣＧ信号との間の相互相関の周期
性をパルス的流れの測定値として使用することを考察しよう。患者が無拍動電気的活動（
ＰＥＡ）の状態にある場合、斯様な相互相関は依然としてかなりのレベル（正常な流れの
場合よりも低いが）の周期性を示すであろう。何故なら、ドプラ信号がそうでない間でも
ＥＣＧは周期的なままであるからである。相互相関の値を単に拍動指標の尺度として使用
することはできるが、これは欠点を有する。相互相関の実際の値はＥＣＧ信号及びドプラ
信号の形状に依存し、ＥＣＧ信号は一般的に患者の心臓の状態に依存して種々の形状を呈
し得るので、その期待される形状を事前に予測すると共に、ドプラ信号との良好な相関が
存在するか否かを判定するための閾を設定することは困難である。
【００６０】
　本発明の好ましい実施例によるパルス的流れに関する流れ挙動の証拠の他の利点は、斯
かる証拠がドプラ信号のみに依拠し、他の信号（例えば、ＥＣＧ）との如何なる相関にも
頼らず、従って、単独型拍動検出システムに使用することができる点にある。
【００６１】
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　上記好ましい実施例に使用された流れ挙動の証拠（即ち、拍動指標及び流れ指標）は、
それら自身で有用な指示子であるが、これら（及び他の）証拠を一緒に結合し、流れ挙動
のこれら及び他の見方を自動的に評価するのに使用することもできる。
【００６２】
　上記好ましい実施例に使用された例示的な拍動指標は、正弦型の周期性の検索に基づい
ている。しかしながら、ドプラ信号は正弦状に周期的ではないので、パワースペクトルに
高調波が存在し、これらが拍動指標の値に影響し得る。これを防止するために、第２高調
波は第３の拍動指標の分母から削除された。将来の実施例においては、ドプラ信号の非正
弦状周期性を検出するためにウェーブレット解析等の一層適切な型式の解析を使用するこ
とができる。
【００６３】
　本発明による方法及びシステムの主たる利点は、個人の血液等の体液の流れを、該特定
の個人についての事前の測定値又は知識無しで適切に評価する能力である。これは、経験
のない又は訓練を受けていないユーザに患者を除細動することが適切であるかを判断させ
ることを要するようなＡＥＤ又は他の除細動装置において極めて有用である。本発明によ
る周波数スライス及び流れ挙動の証拠を使用する強さは、本発明の方法及び装置をＡＥＤ
等の除細動装置にとり適切にさせる。斯様な除細動装置においては、超音波センサの配置
の可能性のある変化、斯かるセンサに対する流れの方向の変化、多様な可能性のある患者
の身体の形状及びサイズ、多様に異なる"正常な"（即ち、健康な）血流、多様に異なる"
正常な"（即ち、健康な）血圧、等が、測定値に関する過度に多くの事前の仮定を持つこ
とを不可能にさせる。
【００６４】
　新規且つ発明性のある超音波測定を全般的に述べ、流れ挙動の証拠についての種々の実
施例を述べたので、以下、本発明による監視システムの実施例を説明する。
【００６５】
　本発明による流れ挙動モニタの一層重要な実施例の１つはＡＥＤ用のものであるが、該
流れ挙動モニタは多くの状況において使用することができると理解されるべきである。例
えば、流れ挙動モニタは典型的に病院又は診療所において使用されるもののようなビデオ
表示モニタに統合することができ、その場合、流れ挙動の証拠は、ＥＣＧ、ＥＥＧ、Ｓｐ
Ｏ２、ＣＯ２、血圧等の他の測定結果と並んで示される。このように、斯かる流れ挙動モ
ニタは救命室装置、集中治療ユニット装置、診療室又は医師室装置、救急車又は何らかの
移動看護ユニット装置、準医療者装置等に使用することができる。
【００６６】
　このような監視のために超音波を使用することは多くの状況において好ましいことに注
意すべきである。何故なら、斯かる技術は非侵襲的である、即ちセンサを患者の身体に挿
入する必要がないからである。しかしながら、手術手順の間におけるように、患者の身体
にデバイスが既に挿入されているような状況では、非侵襲的流れ挙動モニタの必要性は減
少するであろう。
【００６７】
　更に、本発明による流れ挙動モニタは、弱い拍動を見付ける拍動指標の能力により、胎
児心臓モニタとして特に適している。
【００６８】
　更に、本発明による流れ挙動モニタは人及び／又は動物の看護又は診断に限定されるも
のではない。例えば、該流れ挙動モニタは、限定されるものではないが、地下の流体堆積
物若しくは流れの解析、パイプラインの流れ及び／若しくは力学の解析、又は実際的な如
何なる流体力学系の解析をも含み、超音波ドプラにより測定し得る如何なる流体の解析に
も使用することができる。
【００６９】
　非侵襲型頸動脈流れ挙動モニタは、本発明の一実施例である。頸動脈の流れは、心臓が
どの様に良好に脳に環流させているかの良好な測定値である。非侵襲型頸動脈流れ挙動モ
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ニタは、ＡＥＤの一部として特に有効である。
【００７０】
　本発明による流れ挙動モニタは、視覚的及び／又は音響的形態で情報を提供することが
できる。
【００７１】
　幾つかの超音波システムにおいては、スペクトル的ドプラトレースがモニタスクリーン
上に表示される。しかしながら、複数の周波数スライスにおいて流れ挙動の証拠が計算さ
れるような本発明による流れ挙動モニタは、最適な周波数スライスを識別し、残部から分
離されて該周波数スライスのみの可視トレースを表示することができる。更に、該モニタ
は時間にわたり周波数スライスを動的に変化させることができる。勿論、当該帯域を図３
の右側及び左側のスクリーンと同様の態様で表示することもできる。
【００７２】
　更に、流れ挙動の証拠の測定値は、超音波モニタ上の現在の視覚的表示に統合すること
もできる。例えば、当該証拠の測定値をスペクトルドプラトレースにカラー符号化方法を
用いて追加する、即ちトレースドットのトレースの色が時間にわたり変化するようにする
こともできる。例えば、緑色が正常な健康な拍動（該証拠測定値を用いて判定された）を
表し、赤色が無拍動的活動を表し、橙色が拍動状態の可能性のある変化又は異常なパター
ン（発見的又は患者の履歴に基づく、の何れかにより判定された）を表すことができる。
【００７３】
　他の例として、当該証拠測定値はディスプレイ上に別のアイコン又は記号として追加す
ることができる。当該証拠が拍動指標であるか又は流れ指標であるかに拘わらず、該測定
値は０（流れがない又は無拍動）から１（流れが検出された又は健康な拍動が検出された
）まで延びるバー（棒）として表すことができる。斯かる表現は、白若しくは黒の、又は
幾つかの色の１つの、又は拍動に基づいて大きさが変化する直径等の丸い円とすることが
できる。表示スクリーン上のアイコン又は記号が当該流れ挙動証拠の現在の測定値を表す
多くの可能性のある方法が存在する。
【００７４】
　ＡＥＤ等の一実施例においては、当該モニタは、訓練されていない看護者に何らかの拍
動が検出されたかを、点灯する（拍動検出）若しくは消灯する（拍動無検出）ことによる
か、又は色を変化させる（上述したもののようなカラー構成を用いて）ことにより通知す
るような簡単な単独の電球からなることができる。３つ又は４つのライトを使用すること
ができ、その場合、これらのラベル又はこれらの色が当該証拠測定の結果を示す。ＡＥＤ
上の１以上のライトが当該証拠測定値を表示することができる態様の可能性のある順列は
無制限である（全てが本発明によるものであり得る）。
【００７５】
　当該流れ挙動証拠の測定値を表すために、本発明によれば音を使用することもできる。
例えば、連続した警笛音の周波数を変化させることが、流れ挙動の現在の状態を示すこと
ができ、又は警報が流れ挙動の突然の変化を示すことができ、又は異なる音が流れ挙動の
現在の状態を示すことができる。ここでも、可能性は無限であり、全ての可能性が本発明
によるものであり得る。
【００７６】
　流れ挙動モニタの或る好ましい実施例においては、流れ挙動の現在の状態の視覚表現は
、ドプラ信号の音響出力と合成される。このような好ましい実施例において、ドプラスペ
クトルトレースは、前述したようにカラー符号化方法と共に使用される。この視覚情報に
加えて、ドプラ信号を表す音響信号がスピーカ上に出力される。この信号は可聴範囲にあ
るので、ユーザは、ドプラスペクトルトレースを示す表示スクリーンを見ることなしに、
聴き取り、流れ挙動の感じを得ることができる。音響出力は、流れ挙動に変化がある場合
に（即ち、ドプラスペクトルトレースの色が変化している場合に）ユーザに通知するため
に使用することもでき、かくして、ユーザは正確に何が起きているかを見るために該ドプ
ラスペクトルトレースを見るであろう。この"警報"能力は、ＥＣＧの異常なパターン又は
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変化を通知するために使用することもできる。
【００７７】
　流れ挙動モニタを全般的に説明すると共に、本発明による流れ挙動モニタの種々の可能
な実施例を説明したので、以下、本発明によるシステムの実施例を説明する。
【００７８】
　本発明の実施例は、有利には、患者を監視し、これにより医療従事者に該患者の心臓の
機械的活動に関する診断情報を提供する超音波装置を提供する。この一実施例において、
上記情報は、エコードプラ信号のパワーの該信号の複数の周波数帯域における選択的な計
算を使用して得られると共に、ビジュアルディスプレイ及びオプションとしてオーディオ
出力を含む操作者インターフェースを用いて表現される。図７は、本発明の一実施例によ
る、流れ挙動の少なくとも１つの証拠（例えば、環流の状態、心拍数、及び／又は患者の
心臓のパルス的活動のパターン）を検出及び／又は測定する例示的装置１００のブロック
図を示す。装置１００は、除細動システム（後に図９を参照して説明する）、蘇生システ
ム、モニタ、弱い心拍（例えば、胎児の心拍）の検出器、及び／又は他の医療システムの
構成要素として使用することができる。
【００７９】
　或る現在好ましい実施例においては、装置１００は超音波ユニット１０１及び操作者イ
ンターフェースモジュール１０３を有する。超音波ユニット１０１は、通常、超音波モジ
ュール１０６と、エコー信号収集モジュール１１２及びドプラ信号の解析器１１８を有す
るデータプロセッサ１０８とを含んでいる。
【００８０】
　超音波モジュール１０６は、少なくとも１つの超音波トランスジューサ１１４（４つの
トランスジューサが図示されている）と、ＲＦ発生器１０２と、支援システム１３８とを
有している。一実施例においては、トランスジューサ１１４は、一緒に、印加パッド（図
示略）上に配置することが可能なアレイ１０４を形成する。支援システム１３８は、発生
器１０２及び超音波トランスジューサ１１４の制御及び同期回路を有している。トランス
ジューサアレイシステムの例は、共通譲渡された２００３年６月１０日発行の米国特許第
6,575,914B2号のものを含む。
【００８１】
　トランスジューサ１１４は超音波の送信機と、エコー信号の受信機とを有する。この実
施例では、発生器１０２は連続波（ＣＷ）無線周波数（ＲＦ）信号（例えば、１～１０Ｍ
Ｈｚ）の信号源である。他の実施例では、アレイ１０４は、ＲＦ電力がオンの場合に送信
機として、ＲＦ電力がオフの場合に受信機として動作することが可能なトランスジューサ
１１４を有することができる。このような実施例では、発生器１０２は約０.２ないし２
０マイクロ秒のオン期間の持続時間及び約０.２ないし２０％の範囲のデューティサイク
ルを持つようなパルス状ＲＦ電力（ＰＷ）を生成する。
【００８２】
　動作時において、発生器１０２はトランスジューサ１１４の送信機を駆動（即ち、励起
）して、超音波ビーム１３２を放出させ、該ビームは患者の身体の、トランスジューサア
レイ１０４の下の部分１２４内を伝搬する。トランスジューサ１１４の受信機は、大きな
血管１２６を有する領域１２８で散乱された音響エコー信号１３０を収集し、該エコー信
号を電気信号に変換し、インターフェース１３６を介して収集モジュール１１２に送信す
る。或る例示的な応用例においては、血管１２６は患者の頸動脈である。超音波ユニット
１０１及び操作者インターフェースモジュール１０３がＡＥＤ内の構成要素であるような
実施例においては、トランスジューサアレイは、該ＡＥＤを使用する訓練されていない人
がトランスジューサアレイ１０４を適切な場所に配置しないかも知れないことを理解して
、構築される。例えば、トランスジューサアレイ１０４内でのトランスジューサ１１４の
アーキテクチャは、多くの冗長性を設けるか、又はトランスジューサアレイ１０４の物理
的形状が、意図する首の部分に適切に適合するようにする。
【００８３】
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　一実施例においては、データプロセッサ１０８は、当該信号の複数の周波数帯域におい
て選択的に実行されるドプラ信号のスペクトルパワーの計算を用いて、少なくとも１つの
流れ挙動の証拠の測定値から診断情報を作成する。斯様な診断情報は、環流の状態、心拍
数、及び／又は患者の心臓のパルス的活動のパターンを有することができる。上記計算は
、一般的に、エコー収集モジュール１１２を用いて予備調整され且つデジタルドメインに
変換されたドプラ信号に対して、当該データプロセッサの解析器１１８によりデジタル形
態で実行される。
【００８４】
　他の実施例では、上記解析及び／又は計算は、デジタルドメインというよりはアナログ
ドメインにおいて実行することができることに注意すべきである。例えば、ドプラ信号解
析器１１８は、当業者により知られているように、アナログフィルタバンク及び相関器等
を有することができる。
【００８５】
　更に詳細には、当該診断情報はデータプロセッサ１０８においてドプラ信号のパワーの
スペクトル分布の計算を用いて得られる。一般的に、データプロセッサ１０８は、当業者
により知られているように、スペクトル解析、フーリエ解析、相関解析、ドプラ信号の自
己相関解析、平均ペリオドグラム推定、パラメトリック解析、及び／又はドプラ信号のパ
ワーのスペクトル分布の計算を実行するのに適した他の何らかの計算技術のうちの少なく
とも１つを使用することができる。一実施例においては、斯様な計算は、心周期の間にお
いてドプラ信号のパワーが最高の信号対雑音比及び／又は信号の最大の変化を有するよう
な周波数帯域内で実行される。
【００８６】
　一実施例において、操作者インターフェースモジュール１０３は、ビデオディスプレイ
｛例えば、陰極線管（ＣＲＴ）表示器、液晶表示器（ＬＣＤ）、プラズマ表示器等｝１２
２、オーディオ出力（例えば、少なくとも１つのスピーカ）１２０、及びバッファモジュ
ール１１６を有する。バッファモジュール１１６は、デジタルリンク１４０を介してドプ
ラ信号解析器１１８に結合される。動作時において、バッファモジュール１１６は、患者
の超音波診断情報を含む解析器１１８の出力信号を、ビデオディスプレイ１２２及びオー
ディオ出力１２０によりサポートされ得るフォーマットに変換する。
【００８７】
　他の実施例では、操作者インターフェースモジュール１０３は、装置１００の操作者（
例えば、救命室の医師、外科医、心臓学者、準医師等）によるデータプロセッサ１０８の
対話的制御を容易化するようなフィーチャを有することができる。解説的に、斯様な対話
的制御機能は、ビデオディスプレイ１２２上に提示された超音波診断データと、同時に動
作している心電計（ＥＣＧ）１３４、血圧モニタ５０２（図９に示す）又は他の医療シス
テム（図示略）から利用可能な情報との相関に対する操作者の要求を含むことができる。
他の実施例（図示略）においては、操作者インターフェースモジュール１０３は複数のビ
デオディスプレイ１２２及び／又はオーディオ出力１２０を有することができ、これらは
一群の医療専門家に対する関連する患者の診断情報の利用性を容易にする。
【００８８】
　しかしながら、ＥＣＧ信号は一般的に心臓の電気的活動に対応し、拍動している心臓及
び無拍動電気的活動（ＰＥＡ）の状態の心臓のＥＣＧの視覚的出力は類似したパターンを
有し得ることに注意すべきである。そのようであるので、ＥＣＧ診断だけの使用は、不注
意にも、患者の心臓の機械的活動（即ち、血液ポンプ送り機能）の欠乏を覆い隠す結果と
なり得る。
【００８９】
　現在好ましい実施例においては、ビデオディスプレイ１２２は流れ挙動の証拠の測定値
を表示し、これにより、例えば血液環流の状態、拍動の状態、心拍数、及び／又は心臓の
流れの及び／又はパルス的活動の少なくとも１つに関する診断情報を提供する。
【００９０】
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　図８は、図７の装置１００におけるビデオディスプレイ１２２上に示されるモニタスク
リーンの特定の例を示している。該モニタスクリーンは、心周期の間におけるドプラ信号
のスペクトルパワー分布を表示する。更に詳細には、グラフ４０１は、ドプラ信号のスペ
クトルパワー分布の振幅（ｙ軸４０４）対該ドプラ信号の周波数範囲４１０における周波
数（ｘ軸４０２）を示す。ここで、グラフ４０６及び４０８は、図示的に、患者の心周期
の収縮フェーズ及び拡張フェーズに各々対応し、該患者の心臓のパルス的活動のパターン
を描いている。これは、勿論、本発明による流れ挙動モニタの一例に過ぎず、多くの他の
実施例が可能である（この節の始めに説明したように）。
【００９１】
　図９は、本発明の一実施例による例示的なプログラマブル除細動システム５００のブロ
ック図である。解説上、除細動システム５００は、図７の超音波診断装置１００と、オプ
ションとしてのＥＣＧ１３４と、オプションとしてのＡＢＰモニタ５０２と、除細動ユニ
ット５０８と、該除細動ユニットのプログラマブルコントローラ５０６とを有している。
動作時に、コントローラ５０６は、操作者（例えば、救命室医師、外科医、心臓学者、準
医師等）により、例えばビデオディスプレイ１２２上の心臓の機械的活動に関する超音波
診断情報を再吟味して又はオーディオ出力１２０を聴いてプログラムすることができる。
【００９２】
　一実施例において、上記超音波診断情報はビデオディスプレイ１２２上にグラフ形態で
利用可能であり、上述したように環流の状態、心拍数、及び／又は患者の心臓のパルス的
活動のパターンのうちの少なくとも１つを含む。更に、患者の心拍レートのパターン（即
ち、リズム）に関する情報の一部は、オーディオ出力１２０を用いて操作者に通知するこ
とができる。他の実施例では、装置１００、ＥＣＧ１３４及びＡＢＰモニタ５０２等の除
細動システム５００の少なくとも２つの構成要素のビデオディスプレイは、単一の（即ち
、組み合わされた又は統合された）ビデオディスプレイ（図示略）として実施化すること
ができる。
【００９３】
　正常に拍動している心臓及び不充分な血液ポンプ送り機能を持つ心臓のドプラ信号は容
易に認識可能な可聴パターンを有し、斯かる可聴パターンは、インターフェースモジュー
ル１０３の操作者に対して遠い位置へ電気的に送信し又は斯かる位置から監視することが
できる。他の実施例では、制御されるパラメータ（例えば、心拍リズム）が所定の臨床値
に到達するか又は斯かる値を超える場合に、事前に記録された警告信号及び／又はアナウ
ンスを発生するためにオーディオ出力２０を使用することもできる。視覚的フォーマット
では、上記診断情報は、例えばカラー符号化方法を用いてビデオディスプレイ１２２上に
示すこともできる。他の実施例において、装置１００及び／又は除細動システム５００は
、複数のビデオディスプレイ１２２及び／又はオーディオ出力１２０を有することができ
、これらは一群の医療専門家に対する関連する患者の診断情報の利用性を容易化する。
【００９４】
　一実施例において、当該超音波診断情報は、図７を参照して前述したように、超音波モ
ジュール１０６を使用して患者の頸動脈に対し実行される測定、及びデータプロセッサ８
により実行されるドプラ信号のスペクトルパワーの選択的計算を利用して得ることができ
る。更に、このような情報は、患者の脳の血液供給の状態を診断するのに使用することが
できる。他の実施例では、ＥＣＧ１３４及び装置１００は患者のデータを同時に得ること
ができる。この実施例において、前記超音波診断情報は更にＥＣＧデータと相互相関をと
ることができる。このような相関は、システム５００の操作者により当該患者の診断情報
を解釈する精度及び信頼性を付加的に増加させる。更に他の実施例では、超音波データ及
びＥＣＧデータは、更に、ＡＢＰ５０２又は代わりに他の診断ツール（又は複数のツール
）により収集されたデータと相互相関をとることができる。
【００９５】
　或る解説的用途においては、上記診断情報を吟味すると、システム５００の操作者は患
者を除細動すべきかの判断をなし、除細動手順の処理パラメータを選択し、それに対応し
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フィギュレーションする。コントローラ５０６は除細動ユニット５０８による手順の実行
を管理するが、該ユニットは一般的に制御された高電圧源５１０及び印加電極５１２（２
つの電極が図示されている）を有する。
【００９６】
　図７及び９を参照して上述した解説的実施例において、装置１００及びシステム５００
の多くの部分は、オランダ国アインドーフェンのコーニンクレッカ・フィリップス・エレ
クトロニクス・エヌ・ヴィ社の医療超音波及び除細動システムで利用可能である。
【００９７】
　このように、本発明の好ましい実施例に適用される基本的な新規フィーチャを図示、記
載及び指摘したが、当業者であれば本発明の趣旨から逸脱することなしに、記載及び図示
された装置の形態及び細部、斯かる装置の動作並びに記載された方法の種々の省略、置換
及び変更をなすことができると理解される。例えば、同じ結果を達成するために実質的に
同一の機能を実質的に同一の方法で実行する構成要素及び／又は方法ステップの全ての組
み合わせは本発明の範囲内であることを明示的に意図するものである。或る記載実施例か
ら他のものへの構成要素の置換も、意図及び考察されるものである。従って、本明細書に
添付された請求項の範囲によってのみ限定されるべきであることを意図するものである。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】図１は、本発明による方法及び装置の実施可能性をテストするために使用された
実験的構成の概略図を示す。
【図２】図２は、図１の実験的構成を用いてＶＦ状態の心臓から取られたドプラスペクト
ル図を対応するＥＣＧ及び動脈血圧（ＡＢＰ）信号と共に示す。
【図３】図３は、本発明の好ましい実施例による、図２のドプラスペクトル図からの４つ
の周波数スライスの自己相関及び該自己相関のフーリエ変換を示す。
【図４Ａ】図４Ａは、本発明の好ましい実施例による、図３の１１５０～１３５０Ｈｚ周
波数スライスの自己相関の１０秒及び３０秒におけるフーリエ変換を各々示す。
【図４Ｂ】図４Ｂは、本発明の好ましい実施例による、図３の１１５０～１３５０Ｈｚ周
波数スライスの自己相関の１０秒及び３０秒におけるフーリエ変換を各々示す。
【図５】図５は、本発明の好ましい実施例による、上の３つのグラフに示された図２のデ
ータから計算された第３拍動指標を一番下のグラフに示す。
【図６】図６は、本発明の好ましい実施例による、上の３つのグラフに示された図２のデ
ータから計算された流れ指標を一番下のグラフに示す。
【図７】図７は、本発明の一実施例による、超音波医療診断及び患者を監視するために使
用することができる種類の例示的装置のブロック図を示す。
【図８】図８は、心周期の間におけるドプラ信号データのスペクトルパワー分布の図７の
装置における表示を示す例示的な図を図示する。
【図９】図９は、本発明の一実施例による、図１の装置を有する例示的除細動システムの
ブロック図を図示する。
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